
　　

月日 実　施　場　所 時　　　間 月日 実　施　場　所 時　　　間

三毛門公民館 9：30～9：45 今市の神社 9：30～9：40

久松公民館 9：50～9：55 中部高校正門跡前 9：45～10：00

出屋「秋成氏宅」横交差点 10：00～10：05 東吉木公民館 10：05～10：10

沓川消防車庫横 10：10～10：20 千束公民館 10：15～10：25

日の出教円寺 10：25～10：35 「中村酒店」横駐車場 10：30～10：40

戸津田入口 10：40～10：45 上塔田「竹下増美氏宅」横 10：45～10：55

赤熊足切神社（池田神社） 10：50～11：00 中大西お堂付近 11：00～11：05

清水町公民館 11：05～11：10 下大西集会所 11：10～11：20

市丸消防小屋 11：15～11：30 横武コミュニティセンター 11：25～11：35

梶屋農協倉庫 11：35～11：45 薬師寺集会所 11：40～11：50

宇島公民館 13：05～13：20 山内嘯吹神社 13：10～13：20

挾間明照寺 13：25～13：30

鬼木農村公園 13：40～13：45

福岡県豊前総合庁舎 13：45～13：55 堀立公民館 13：55～14：05

明神公民館 14：00～14：10 東皆毛修徳館 14：10～14：15

前川公民館 14：15～14：25 六郎共同精米所 14：20～14：25

八屋（上町）公民館 14：30～14：45 旧農協黒土支所前 9：30～9：40

田渕の神社 14：50～14：55

畑公民館 9：30～9：35

馬場バス停 9：40～9：50 上小路集会所 10：00～10：10

角田公民館 9：55～10：05 大河内「松田商店」跡 10：20～10：25

角田消防小屋 10：10～10：20 大河内中集会所 10：30～10：35

ＪＲ松江駅 10：25～10：35 新貝運動公園 10：40～10：45

向陽荘入口 10：40～10：45 枝川内集会所 10：50～10：55

松若保育園駐車場 10：55～11：05 旧岩屋公民館 11：00～11：05

迫集会所 11：10～11：15 中畑バス停 11：10～11：15

山田郵便局前交差点北 11：20～11：25 求菩提温泉卜仙の郷バス停 11：25～11：30

山田小学校前駐車場 11：30～11：40 産家集会所 11：40～11：45

山田公民館 11：45～11：55 合河清原神社 13：05～13：10

梶屋改善センター（梶屋バス停） 13：15～13：20 轟集会所 13：20～13：25

櫛狩屋バス停 13：25～13：30 立岩バス停 13：30～13：35

大村公民館 13：40～13：45 松尾川内集会所 13：45～13：50

荒堀集会所 13：50～14：00 四ツ口集会所 14：00～14：05

大木「青木商店」 14：10～14：15

　　
　
　　上記日程の集団注射に行けない方は、近くの動物病院で必ず狂犬病予防 今年度より、青畑集会所、小石原神社、天和神社
　注射を受けさせてください。その後、獣医師が発行した「注射済証」を持って、 夫婦木バス停につきましては、実施場所を廃止し
　速やかに（１ヶ月以内）市役所生活環境課で手続きをしてください。 ております。お間違えの無いようにご注意ください。
　　　なお、注射済票発行手数料５５０円が別途必要となりますので、併せて

　ご持参ください。

ご注意ください‼

　★犬の飼主は登録（生涯に1回）と狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせることが義務づけられています。
〇犬の登録を行いましょう！

○注射料＋注射済票代　　　　３,１５０円 　　　　　　　

５

月

１１

日

（木）

石清水八幡宮横集会所
※八幡宮内ではありませんのでご注意下さい

9：45～9：55

　犬の登録時に交付される鑑札と、狂犬病予防注射済票は、首輪など目の見える場所に必ず着けましょう。万一、あなたの犬が迷子になって保護され
　た時には、迷子札としての役目も果たします。鑑札等が付いていないと、迷子犬を所有者の元へ確実に帰すことが出来ません。

〇年に１度、狂犬病の予防注射を受けましょう！

13：25～13：40
教校山小今井翁像横
※まちなか交流センター ではありませんのでご注意下さ
い

令和５年度狂犬病予防集団注射日程表

　なお、実施場所や時間が前回より一部変更になっておりますのでご注意ください。

○登録料（犬の一生に１回）　　３,０００円　 　　　　　

　新しく犬を飼い始めた場合、30日以内に犬の所在地を管轄する市に犬の登録を行う必要があります。また、既に犬を飼っているが、登録をして
　いない方は、登録を行う必要があります。（※生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後90日を経過した日から30日以内となります。）

〇飼犬には鑑札・注射済票を必ずつけましょう！（市で捕獲する犬のほとんどが鑑札等が付いていません！）

　集団予防注射を行っております。今年度は下記日程により、狂犬病予防注射及び登録を実施しますので、最寄りの場所でお受けください。
　狂犬病予防注射は年に１度必ず行うことが法律で定められています。毎年4月から6月が狂犬病予防注射期間とされており、豊前市では5月に

　　　　　　　　　
※犬の所有者が変わった。又は、犬が死亡した場合は速やかに市役所までご連絡ください。
※犬の体調に異常がある場合は、注射を行う獣医師に相談してください。
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個別注射について

（お問い合せ先）

豊前市 生活環境課 生活交通係

TEL８２－８０１９ （直通）

（おつりのないようお願いします）


